
７畜産第 466 号-49    

令和７年 11 月 7 日    

                                                   

   

東京都知事 殿   

 

   

農林水産大臣  鈴木 憲和 

 

 

令和７年度定期種畜検査報告の通報について 

 

 

このことについて、家畜改良増殖法（昭和 25 年法律第 209 号。以下「法」と

いう。）第４条第１項の規定に基づく独立行政法人家畜改良センターが毎年行う

検査として東京都第１班にかかる令和７年度定期種畜検査が実施され種畜証明

書を交付したので、法第８条第１項の規定に基づき通報する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



別記様式第１号
（注）

毛　色 血　統

父

体　高 母

茶

ア0

イ8

( 日豚血 TX13-A000062 ) (8)

茶黒

ア3

イ21

( 日豚血 TX13-A000092 ) (21)

黒 新願

ア4

イ0

( 日豚血 TX13-A000100 ) (0)

黒

ア3

イ0

( 日豚血 TX13-A000102 ) (0)

茶

ア13

イ4

( 日豚血 TX13-A000105 ) (4)

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　４
１２６０７ 合成豚

H30.7.15 東京都
青梅市

トウキヨウＸ　９９－６１０
９９

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1260784.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　４
１０８０８ （公財）東京都農林水産振興財

団

合成豚
H29.12.28 東京都

青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１２
０９３２３

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1218788.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　６
１０４２０ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　７
１２３１８ 合成豚

H30.2.24 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１６
０７８０７

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1231888.9 cm

トウキョウＸ　オウメ　１３
０９４５９ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
０９７１６ 合成豚

H26.6.14

90.8 cm

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　４
１１６７４

東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　０７
－６４６０２

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標69716

トウキョウＸ　オウメ　０８
－６４９６３ （公財）東京都農林水産振興財

団

合成豚
H29.5.9 東京都

青梅市

トウキョウＸ　オウメ　０９
－６６１２７

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1167488.8 cm

トウキョウＸ　オウメ　６
０９９０６ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　３
１２１８７

１　検査成績欄には、特級、１級、２級、級外又は不合格の別を記載すること。また、不合格の場合は、その理由を付記すること。

２　前年供用状況欄について

　①　前年１月１日より１２月３１日までの間における

　　ア　種付けの実績延頭数

　　イ　家畜人工授精用精液の生産本数（及び払出本数）をそれぞれ区分して記入すること。

　②　初めて独立行政法人家畜改良センターの種畜検査を受けたものについては、「新願」と記入すること。

　③　前年に地方の臨時検査を受けているものについては、「新願」と記載するとともに①についても併記すること。

３　所有者の区分欄には、独立行政法人有（貸付の場合は貸付と記載）、都道府県有、市町村有、農協（同連合会、酪協、畜協等を含む。）有、団体（一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人）有、個人有、

  その他の別を記載すること。

４　飼養者の住所は、郡市区町村名を記載すること。

種　　　畜　　　検　　　査　　　名　　　簿
種　 畜
証明書
番　 号

検　査
月　日

名　　　　　　　前
（登録・登記番号）

品　　　　種
生年月日

産　　地
検　査
成　績

前　　年
供　　用
状　　況

所有者
の区分

飼養者の住所氏名
特　徴

31713010002

31913010001

32513010001

32413010001

32313010001

1 



別記様式第１号
（注）

毛　色 血　統

父

体　高 母

１　検査成績欄には、特級、１級、２級、級外又は不合格の別を記載すること。また、不合格の場合は、その理由を付記すること。

２　前年供用状況欄について

　①　前年１月１日より１２月３１日までの間における

　　ア　種付けの実績延頭数

　　イ　家畜人工授精用精液の生産本数（及び払出本数）をそれぞれ区分して記入すること。

　②　初めて独立行政法人家畜改良センターの種畜検査を受けたものについては、「新願」と記入すること。

　③　前年に地方の臨時検査を受けているものについては、「新願」と記載するとともに①についても併記すること。

３　所有者の区分欄には、独立行政法人有（貸付の場合は貸付と記載）、都道府県有、市町村有、農協（同連合会、酪協、畜協等を含む。）有、団体（一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人）有、個人有、

  その他の別を記載すること。

４　飼養者の住所は、郡市区町村名を記載すること。

種　　　畜　　　検　　　査　　　名　　　簿
種　 畜
証明書
番　 号

検　査
月　日

名　　　　　　　前
（登録・登記番号）

品　　　　種
生年月日

産　　地
検　査
成　績

前　　年
供　　用
状　　況

所有者
の区分

飼養者の住所氏名
特　徴

黒

ア5

イ9

( 日豚血 TX13-A000117 ) (9)

茶

ア4

イ24

( 日豚血 TX13-A000119 ) (24)

黒白

ア1

イ1

( 日豚血 TX13-A000125 ) (1)

黒

ア1

イ10

( 日豚血 TX13-A000129 ) (10)

薄茶

ア12

イ0

( 日豚血 TX13-A000138 ) (0)

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
０　１４５５８ 合成豚

R3.2.21 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　３
０９４１８

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1455892.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　６
１０４２０ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
４　１５２０２ 合成豚

R4.2.7 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１
０９７１６

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1520289.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　１２
０９８７７ （公財）東京都農林水産振興財

団

合成豚
R1.7.8 東京都

青梅市

トウキョウＸ　オウメ　０２
－６１９６３

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1330897.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　１４
１１２１３ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　２
１３８９５ 合成豚

R2.4.13 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　３
０９５４７

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1389591.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　３
１２６９７ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　９
１３２７３ 合成豚

R1.6.19

90.0 cm

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　５
１３３０８

東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１１
０９３８９

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標13273

トウキョウＸ　オウメ　６
０９１７９ （公財）東京都農林水産振興財

団

32013010004

32013010005

32113010002

32213010002

32313010002

2 



別記様式第１号
（注）

毛　色 血　統

父

体　高 母

１　検査成績欄には、特級、１級、２級、級外又は不合格の別を記載すること。また、不合格の場合は、その理由を付記すること。

２　前年供用状況欄について

　①　前年１月１日より１２月３１日までの間における

　　ア　種付けの実績延頭数

　　イ　家畜人工授精用精液の生産本数（及び払出本数）をそれぞれ区分して記入すること。

　②　初めて独立行政法人家畜改良センターの種畜検査を受けたものについては、「新願」と記入すること。

　③　前年に地方の臨時検査を受けているものについては、「新願」と記載するとともに①についても併記すること。

３　所有者の区分欄には、独立行政法人有（貸付の場合は貸付と記載）、都道府県有、市町村有、農協（同連合会、酪協、畜協等を含む。）有、団体（一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人）有、個人有、

  その他の別を記載すること。

４　飼養者の住所は、郡市区町村名を記載すること。

種　　　畜　　　検　　　査　　　名　　　簿
種　 畜
証明書
番　 号

検　査
月　日

名　　　　　　　前
（登録・登記番号）

品　　　　種
生年月日

産　　地
検　査
成　績

前　　年
供　　用
状　　況

所有者
の区分

飼養者の住所氏名
特　徴

茶黒

ア13

イ2

( 日豚血 TX13-A000140 ) (2)

黒白

ア3

イ1

( 日豚血 TX13-A000146 ) (1)

茶黒

ア11

イ6

( 日豚血 TX13-A000147 ) (6)

黒

ア10

イ10

( 日豚血 TX13-A000144 ) (10)

茶黒

ア2

イ0

( 日豚血 TX13-A000155 ) (0)

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　２
１６１９４ 合成豚

R5.3.17 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１０
１０７９４

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1619484.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　９
１４９３３ （公財）東京都農林水産振興財

団

合成豚
R4.7.11 東京都

青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１２
１０５８０

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1553885.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　１０
１０７９７ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　８
１５５６６ 合成豚

R4.7.27 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１１
０９８３１

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1556688.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　４
１２３７４ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
１　１５２５９ 合成豚

R4.2.24

86.0 cm

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　７
１５４３２

東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　５
１０７５８

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標15259

トウキョウＸ　オウメ　３
１１０２１ （公財）東京都農林水産振興財

団

合成豚
R4.6.2 東京都

青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１６
０９５２７

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1543285.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　８
１２４２０ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
３　１５５３８

32313010003

32413010002

32413010003

32313010004

32413010006

3 



別記様式第１号
（注）

毛　色 血　統

父

体　高 母

１　検査成績欄には、特級、１級、２級、級外又は不合格の別を記載すること。また、不合格の場合は、その理由を付記すること。

２　前年供用状況欄について

　①　前年１月１日より１２月３１日までの間における

　　ア　種付けの実績延頭数

　　イ　家畜人工授精用精液の生産本数（及び払出本数）をそれぞれ区分して記入すること。

　②　初めて独立行政法人家畜改良センターの種畜検査を受けたものについては、「新願」と記入すること。

　③　前年に地方の臨時検査を受けているものについては、「新願」と記載するとともに①についても併記すること。

３　所有者の区分欄には、独立行政法人有（貸付の場合は貸付と記載）、都道府県有、市町村有、農協（同連合会、酪協、畜協等を含む。）有、団体（一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人）有、個人有、

  その他の別を記載すること。

４　飼養者の住所は、郡市区町村名を記載すること。

種　　　畜　　　検　　　査　　　名　　　簿
種　 畜
証明書
番　 号

検　査
月　日

名　　　　　　　前
（登録・登記番号）

品　　　　種
生年月日

産　　地
検　査
成　績

前　　年
供　　用
状　　況

所有者
の区分

飼養者の住所氏名
特　徴

茶黒

ア8

イ0

( 日豚血 TX13-A000156 ) (0)

黒

ア11

イ2

( 日豚血 TX13-A000157 ) (2)

茶 新願

ア4

イ8

( 日豚血 TX13-A000161 ) (8)

黒 新願

( 日豚血 TX13-A000181 )

黒 新願

( 日豚血 TX13-A000187 )

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
３　１７２１３ 合成豚

R6.4.6 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　７
１２３１８

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1721382.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　５
１１８８９ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキヨウＸ　トウキョ
ウＸ　１１　１７３６８ 合成豚

R6.6.16 東京都
青梅市

トウキヨウＸ　９９－６１０
８０

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1736881.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　４
１２６１１ （公財）東京都農林水産振興財

団

32513010003

32513010004

合成豚
R5.6.9 東京都

青梅市

トウキョウＸ　オウメ　３
１２１８７

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1639681.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　１４
１１２１３ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
２　１６６９４ 合成豚

R5.9.22 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１０
０９８１５

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1669488.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　１２
１１９２５ （公財）東京都農林水産振興財

団

32513010002

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　３
１６３２５ 合成豚

R5.5.16

83.0 cm

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
３　１６３９６

東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　９
０９４７５

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標16325

トウキョウＸ　オウメ　１１
１４７４５ （公財）東京都農林水産振興財

団

32413010004

32413010005

4 



別記様式第１号
（注）

毛　色 血　統

父

体　高 母

１　検査成績欄には、特級、１級、２級、級外又は不合格の別を記載すること。また、不合格の場合は、その理由を付記すること。

２　前年供用状況欄について

　①　前年１月１日より１２月３１日までの間における

　　ア　種付けの実績延頭数

　　イ　家畜人工授精用精液の生産本数（及び払出本数）をそれぞれ区分して記入すること。

　②　初めて独立行政法人家畜改良センターの種畜検査を受けたものについては、「新願」と記入すること。

　③　前年に地方の臨時検査を受けているものについては、「新願」と記載するとともに①についても併記すること。

３　所有者の区分欄には、独立行政法人有（貸付の場合は貸付と記載）、都道府県有、市町村有、農協（同連合会、酪協、畜協等を含む。）有、団体（一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人）有、個人有、

  その他の別を記載すること。

４　飼養者の住所は、郡市区町村名を記載すること。

種　　　畜　　　検　　　査　　　名　　　簿
種　 畜
証明書
番　 号

検　査
月　日

名　　　　　　　前
（登録・登記番号）

品　　　　種
生年月日

産　　地
検　査
成　績

前　　年
供　　用
状　　況

所有者
の区分

飼養者の住所氏名
特　徴

黒 新願

( 日豚血 TX13-A000188 )

黒 新願

( 日豚血 TX13-A000196 )

黒 新願

( 日豚血 TX13-A000197 )

茶黒 新願

( 日豚血 TX13-A000207 )

合成豚
R6.9.15 東京都

青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１０
－６６７５１

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1762680.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　１４
１１２１３ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
１　１７８８２ 合成豚

R7.1.8 東京都
青梅市

トウキョウＸ　オウメ　０４
－６２９２３

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1788276.0 cm

トウキョウＸ　オウメ　１３
１３３２１ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキヨウＸ　トウキョ
ウＸ　１１　１７３６９ 合成豚

R6.6.16

84.5 cm

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
６　１７６２５

東京都
青梅市

トウキヨウＸ　９９－６１０
８０

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標17369

トウキョウＸ　オウメ　４
１２６１１ （公財）東京都農林水産振興財

団

合成豚
R6.9.15 東京都

青梅市

トウキョウＸ　オウメ　１０
－６６７５１

２級 団体有
青梅市新町６－７－１

耳標1762583.6 cm

トウキョウＸ　オウメ　１４
１１２１３ （公財）東京都農林水産振興財

団

10月14日

トウキョウＸ　オウメ　１
６　１７６２６

32513010005

32513010006

32513010007

32513010008

5 



別記様式第２号
（注） １　一般検査は、飼養者からの聞き取り及び外貌観察等により、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著

　  なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。

２　伝染性疾患の検査結果を、＋、－に区分して記載すること。

３　精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。

４　判定は、衛生検査の総合判定により合又は否のいずれかを記載すること。

５　備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。

６　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキー病又はブルセラ症の検査を受け、
　  第8条の証明書（検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの）を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字（＋、－）を○で囲むこと。

７　活力及び生存率は活力のパーセンテージを記載すること。ただし、+++が50％以下の場合++以上のパーセンテージを併記すること。

牛ｶﾝ
ﾋﾟﾛﾊﾞ
ｸﾀｰ症

ﾄﾘｺ
ﾓﾅｽ
症

馬ﾊﾟ
ﾗﾁﾌ
ｽ

ｵｰｴ
ｽｷｰ
病

ﾌﾞﾙ
ｾﾗ
症

活力
及生
存率

奇
形
率

伝　　染　　性　　疾　　患
繁殖機能の障害

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１
０９７１６

合成豚 異常なし

検  査
月  日

名       前 品       種 一般検査

細　　　　　　密　　　　　　検　　　　　　査

判定

衛　　生　　検　　査　　成　　績　　表

備考
精子検査

精液
の

良否

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　３
１２１８７

合成豚 異常なし

－ －

+++83.3% 1.0% 合

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　４
１１６７４

合成豚 異常なし

－ － 良

良+++85.5% 5.4% 合－ －

良+++96.1% 6.9% 合

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　４
１２６０７

合成豚 異常なし

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　７
１２３１８

合成豚 異常なし

良+++97.9% 3.1% 合－ －

良+++94.6% 1.4% 合

1



別記様式第２号
（注） １　一般検査は、飼養者からの聞き取り及び外貌観察等により、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著

　  なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。

２　伝染性疾患の検査結果を、＋、－に区分して記載すること。

３　精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。

４　判定は、衛生検査の総合判定により合又は否のいずれかを記載すること。

５　備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。

６　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキー病又はブルセラ症の検査を受け、
　  第8条の証明書（検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの）を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字（＋、－）を○で囲むこと。

７　活力及び生存率は活力のパーセンテージを記載すること。ただし、+++が50％以下の場合++以上のパーセンテージを併記すること。

牛ｶﾝ
ﾋﾟﾛﾊﾞ
ｸﾀｰ症

ﾄﾘｺ
ﾓﾅｽ
症

馬ﾊﾟ
ﾗﾁﾌ
ｽ

ｵｰｴ
ｽｷｰ
病

ﾌﾞﾙ
ｾﾗ
症

活力
及生
存率

奇
形
率

伝　　染　　性　　疾　　患
繁殖機能の障害

検  査
月  日

名       前 品       種 一般検査

細　　　　　　密　　　　　　検　　　　　　査

判定

衛　　生　　検　　査　　成　　績　　表

備考
精子検査

精液
の

良否

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　５
１３３０８

合成豚 異常なし

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　９
１３２７３

合成豚 異常なし

良+++82.2% 7.0% 合－ －

良+++96.2% 2.4% 合

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１０
１４５５８

合成豚 異常なし

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　２
１３８９５

合成豚 異常なし

良+++99.1% 2.8% 合－ －

良+++93.1% 3.2% 合

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１４
１５２０２

合成豚 異常なし 良+++91.7% 2.3% 合

2



別記様式第２号
（注） １　一般検査は、飼養者からの聞き取り及び外貌観察等により、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著

　  なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。

２　伝染性疾患の検査結果を、＋、－に区分して記載すること。

３　精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。

４　判定は、衛生検査の総合判定により合又は否のいずれかを記載すること。

５　備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。

６　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキー病又はブルセラ症の検査を受け、
　  第8条の証明書（検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの）を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字（＋、－）を○で囲むこと。

７　活力及び生存率は活力のパーセンテージを記載すること。ただし、+++が50％以下の場合++以上のパーセンテージを併記すること。

牛ｶﾝ
ﾋﾟﾛﾊﾞ
ｸﾀｰ症

ﾄﾘｺ
ﾓﾅｽ
症

馬ﾊﾟ
ﾗﾁﾌ
ｽ

ｵｰｴ
ｽｷｰ
病

ﾌﾞﾙ
ｾﾗ
症

活力
及生
存率

奇
形
率

伝　　染　　性　　疾　　患
繁殖機能の障害

検  査
月  日

名       前 品       種 一般検査

細　　　　　　密　　　　　　検　　　　　　査

判定

衛　　生　　検　　査　　成　　績　　表

備考
精子検査

精液
の

良否

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１１
１５２５９

合成豚 異常なし 良+++95.9% 0.7% 合－ －

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１３
１５５３８

合成豚 異常なし

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　７
１５４３２

合成豚 異常なし

良+++93.4% 3.0% 合－ －

良+++95.4% 2.7% 合

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　２
１６１９４

合成豚 異常なし

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　８
１５５６６

合成豚 異常なし

良+++93.7% 1.6% 合－ －

良+++98.0% 1.9% 合

3



別記様式第２号
（注） １　一般検査は、飼養者からの聞き取り及び外貌観察等により、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著

　  なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。

２　伝染性疾患の検査結果を、＋、－に区分して記載すること。

３　精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。

４　判定は、衛生検査の総合判定により合又は否のいずれかを記載すること。

５　備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。

６　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキー病又はブルセラ症の検査を受け、
　  第8条の証明書（検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの）を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字（＋、－）を○で囲むこと。

７　活力及び生存率は活力のパーセンテージを記載すること。ただし、+++が50％以下の場合++以上のパーセンテージを併記すること。

牛ｶﾝ
ﾋﾟﾛﾊﾞ
ｸﾀｰ症

ﾄﾘｺ
ﾓﾅｽ
症

馬ﾊﾟ
ﾗﾁﾌ
ｽ

ｵｰｴ
ｽｷｰ
病

ﾌﾞﾙ
ｾﾗ
症

活力
及生
存率

奇
形
率

伝　　染　　性　　疾　　患
繁殖機能の障害

検  査
月  日

名       前 品       種 一般検査

細　　　　　　密　　　　　　検　　　　　　査

判定

衛　　生　　検　　査　　成　　績　　表

備考
精子検査

精液
の

良否

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１３
１６３９６

合成豚 異常なし

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　３
１６３２５

合成豚 異常なし

良+++86.7% 4.6% 合－ －

良+++80.5% 1.9% 合

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１３
１７２１３

合成豚 異常なし

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１２
１６６９４

合成豚 異常なし

良+++94.1% 0.9% 合－ －

良+++88.1% 3.3% 合

－ －10月14日
トウキヨウＸ　トウキョウＸ
１１　１７３６８

合成豚 異常なし 良+++90.3% 2.6% 合

4



別記様式第２号
（注） １　一般検査は、飼養者からの聞き取り及び外貌観察等により、体温、被毛、栄養、結膜、呼吸、脈はく、心音その他につき検査し異常のないものは「異常なし」と記載し、臨床症状が顕著

　  なものは、合格したものについてもその状況を詳細に記載すること。

２　伝染性疾患の検査結果を、＋、－に区分して記載すること。

３　精液の良否は、精液及び精子検査の総合判定により記載すること。

４　判定は、衛生検査の総合判定により合又は否のいずれかを記載すること。

５　備考欄には、再検査の有無その他参考事項を記載すること。

６　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条又は第31条の規定により行う牛カンピロバクター症、トリコモナス症、馬パラチフス、オーエスキー病又はブルセラ症の検査を受け、
　  第8条の証明書（検査当日において発行後6ヶ月を経過していないもの）を有するものにつき、その証明書を利用した場合は、診断結果の文字（＋、－）を○で囲むこと。

７　活力及び生存率は活力のパーセンテージを記載すること。ただし、+++が50％以下の場合++以上のパーセンテージを併記すること。

牛ｶﾝ
ﾋﾟﾛﾊﾞ
ｸﾀｰ症

ﾄﾘｺ
ﾓﾅｽ
症

馬ﾊﾟ
ﾗﾁﾌ
ｽ

ｵｰｴ
ｽｷｰ
病

ﾌﾞﾙ
ｾﾗ
症

活力
及生
存率

奇
形
率

伝　　染　　性　　疾　　患
繁殖機能の障害

検  査
月  日

名       前 品       種 一般検査

細　　　　　　密　　　　　　検　　　　　　査

判定

衛　　生　　検　　査　　成　　績　　表

備考
精子検査

精液
の

良否

10月14日
トウキヨウＸ　トウキョウＸ
１１　１７３６９

合成豚 異常なし 良+++90.0% 0.7% 合－ －

10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１６
１７６２６

合成豚 異常なし

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１６
１７６２５

合成豚 異常なし

良+++86.1% 4.2% 合－ －

良+++89.0% 2.2% 合

－ －10月14日
トウキョウＸ　オウメ　１１
１７８８２

合成豚 異常なし 良+++96.2% 3.7% 合

5



別記様式第３号
（注） １　遺伝性疾患は、家畜改良増殖法施行規則第6条第1項第２号に定める遺伝性疾患について記載すること。有する場合は「あり」、有しない場合は「なし」とすること。

２　保因状況は、疾患ごとに遺伝子型検査結果を次の例により記載すること。

　　例）正常：Ｆ、保因：Ｃ、検査未実施：未、不明等（不明、記載不可等）：※

３　保因状況は、これを種畜証明書へ記載することに対する飼養者の意向の確認を行った上で、遺伝子型検査結果の開示があった遺伝性疾患について記載すること。

４　飼養者が遺伝子型検査結果の種畜証明書への記載に同意しなかった場合及び全ての遺伝性疾患について遺伝子型検査結果が不明である場合には、備考欄に「不明等」と記載すること。

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
４　１２６０７

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
７　１２３１８

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
３　１２１８７

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
４　１１６７４

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１　０９７１６

合成豚 なし

検  査
月  日

名       前 品       種 遺伝性疾患

遺　　伝　　性　　疾　　患

備考

保因状況

クローディ
ン16欠損

症

第13因子
欠損症

バンド3欠
損症

ＩＡＲＳ異常
症

モリブデン
補酵素欠

損症

牛白血球
粘着性欠

如症

牛複合脊
椎形成不

全症

牛短脊椎
症

1



別記様式第３号
（注） １　遺伝性疾患は、家畜改良増殖法施行規則第6条第1項第２号に定める遺伝性疾患について記載すること。有する場合は「あり」、有しない場合は「なし」とすること。

２　保因状況は、疾患ごとに遺伝子型検査結果を次の例により記載すること。

　　例）正常：Ｆ、保因：Ｃ、検査未実施：未、不明等（不明、記載不可等）：※

３　保因状況は、これを種畜証明書へ記載することに対する飼養者の意向の確認を行った上で、遺伝子型検査結果の開示があった遺伝性疾患について記載すること。

４　飼養者が遺伝子型検査結果の種畜証明書への記載に同意しなかった場合及び全ての遺伝性疾患について遺伝子型検査結果が不明である場合には、備考欄に「不明等」と記載すること。

検  査
月  日

名       前 品       種 遺伝性疾患

遺　　伝　　性　　疾　　患

備考

保因状況

クローディ
ン16欠損

症

第13因子
欠損症

バンド3欠
損症

ＩＡＲＳ異常
症

モリブデン
補酵素欠

損症

牛白血球
粘着性欠

如症

牛複合脊
椎形成不

全症

牛短脊椎
症

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１４　１５２０２

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１０　１４５５８

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
２　１３８９５

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
５　１３３０８

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
９　１３２７３

合成豚 なし

2



別記様式第３号
（注） １　遺伝性疾患は、家畜改良増殖法施行規則第6条第1項第２号に定める遺伝性疾患について記載すること。有する場合は「あり」、有しない場合は「なし」とすること。

２　保因状況は、疾患ごとに遺伝子型検査結果を次の例により記載すること。

　　例）正常：Ｆ、保因：Ｃ、検査未実施：未、不明等（不明、記載不可等）：※

３　保因状況は、これを種畜証明書へ記載することに対する飼養者の意向の確認を行った上で、遺伝子型検査結果の開示があった遺伝性疾患について記載すること。

４　飼養者が遺伝子型検査結果の種畜証明書への記載に同意しなかった場合及び全ての遺伝性疾患について遺伝子型検査結果が不明である場合には、備考欄に「不明等」と記載すること。

検  査
月  日

名       前 品       種 遺伝性疾患

遺　　伝　　性　　疾　　患

備考

保因状況

クローディ
ン16欠損

症

第13因子
欠損症

バンド3欠
損症

ＩＡＲＳ異常
症

モリブデン
補酵素欠

損症

牛白血球
粘着性欠

如症

牛複合脊
椎形成不

全症

牛短脊椎
症

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
２　１６１９４

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
８　１５５６６

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１３　１５５３８

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
７　１５４３２

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１１　１５２５９

合成豚 なし

3



別記様式第３号
（注） １　遺伝性疾患は、家畜改良増殖法施行規則第6条第1項第２号に定める遺伝性疾患について記載すること。有する場合は「あり」、有しない場合は「なし」とすること。

２　保因状況は、疾患ごとに遺伝子型検査結果を次の例により記載すること。

　　例）正常：Ｆ、保因：Ｃ、検査未実施：未、不明等（不明、記載不可等）：※

３　保因状況は、これを種畜証明書へ記載することに対する飼養者の意向の確認を行った上で、遺伝子型検査結果の開示があった遺伝性疾患について記載すること。

４　飼養者が遺伝子型検査結果の種畜証明書への記載に同意しなかった場合及び全ての遺伝性疾患について遺伝子型検査結果が不明である場合には、備考欄に「不明等」と記載すること。

検  査
月  日

名       前 品       種 遺伝性疾患

遺　　伝　　性　　疾　　患

備考

保因状況

クローディ
ン16欠損

症

第13因子
欠損症

バンド3欠
損症

ＩＡＲＳ異常
症

モリブデン
補酵素欠

損症

牛白血球
粘着性欠

如症

牛複合脊
椎形成不

全症

牛短脊椎
症

10月14日
トウキヨウＸ　トウキョ
ウＸ　１１　１７３６８

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１３　１７２１３

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１２　１６６９４

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１３　１６３９６

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
３　１６３２５

合成豚 なし
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別記様式第３号
（注） １　遺伝性疾患は、家畜改良増殖法施行規則第6条第1項第２号に定める遺伝性疾患について記載すること。有する場合は「あり」、有しない場合は「なし」とすること。

２　保因状況は、疾患ごとに遺伝子型検査結果を次の例により記載すること。

　　例）正常：Ｆ、保因：Ｃ、検査未実施：未、不明等（不明、記載不可等）：※

３　保因状況は、これを種畜証明書へ記載することに対する飼養者の意向の確認を行った上で、遺伝子型検査結果の開示があった遺伝性疾患について記載すること。

４　飼養者が遺伝子型検査結果の種畜証明書への記載に同意しなかった場合及び全ての遺伝性疾患について遺伝子型検査結果が不明である場合には、備考欄に「不明等」と記載すること。

検  査
月  日

名       前 品       種 遺伝性疾患

遺　　伝　　性　　疾　　患

備考

保因状況

クローディ
ン16欠損

症

第13因子
欠損症

バンド3欠
損症

ＩＡＲＳ異常
症

モリブデン
補酵素欠

損症

牛白血球
粘着性欠

如症

牛複合脊
椎形成不

全症

牛短脊椎
症

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１１　１７８８２

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１６　１７６２６

合成豚 なし

10月14日
トウキョウＸ　オウメ
１６　１７６２５

合成豚 なし

10月14日
トウキヨウＸ　トウキョ
ウＸ　１１　１７３６９

合成豚 なし
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